　※準用------あるルールを他のルールにも適応する

　　　　　　　　　　類推適用-----状況が似ている場合に同じルール

を他の場合にも適応する

★民法　709条

　　　　722条　1項

　　　　417条 -----損害賠償≒金銭の支払い(場合によっては同等の品物)

損害賠償
Ｑ. 何を損害の対象とするか。　　　　　　　　　
[image: image1.bmp]                                               積極的損害(実際に支出)

　　　　　　　　　 　ケガ → 医療を受ける治療費 -----　5か月?  10年間?

Ｙ 　 →　　Ｘ　　　 　→ 休業3か月　----- 休業損害＝消極的損害　

交通事故　　　　　　　　　　　-----主婦(夫)の場合は?

　　　　　　　　　　　 

→ 子 ---- 浪人(予備校代)

行為　　　　　　　　　　　　　　---- 外国から帰国して見舞う(旅費)

(危険性)        

損害 →　どこまでを補償の対象とするのか。

                相互因果関係のある範囲で！

　　　　　　　　Cf.416条 : 類推適用

　　　　　　　　　　　　　　　--- 2項は特別損害(予見の可否が大切)

　　　　　　　　　　　　　　　　　1項は通常損害(予見可)

債権者　　　債務者

　Ａ　　　　　Ｂ　　----- 目的物引渡の義務

(買主)　　　(売主)　　　　　　　　　予見可能性 が鍵となる。

Ｑ.類推適用は不適切か？

　　　　Ｎo派 : 事前に状況を組み込むことができてしまう。

　　　　　　　　 416条はそもそも’契約’を前提としているため、

　　　　　　　　 不法行為に適用するべきではない。

　※現在も様々な観点から議論が続いている。

　　3つ

· 積極的損害(余計な出費に対する)

· 消極的損害　　休業損害                      将来入るはずだった利益が

　　　　　　　　 逸失利益(cf: P72・4)　　-----　入らなくなったことに対する。

· 慰謝料(精神的ダメージに対する)

★ 為失利益 ---- (事故がなかった場合に得たであろう収入)ａ

                  － (事故が起こった時に得た収入)ｂ　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  ※利息控除 ------利息分は差し引き、現在価値に

　　　　　　　　　　直して支払う。

　※実収入がない場合の計算は、賃金統計に基づく推定で行う。

　　　　男女・都道府県別の格差が問題となる。

　　　　-----現在は裁判官によって用いる統計が異なると言う状況。
　　　　　　　　　　　　行為責任を果たさない

★722条 2項　: 過失相殺　被害者側にも落ち度があることを前提とする。
　公平な負担　　-----被害者にあったであろう落ち度を考慮して加害者の賠償から引く。

　　　　　　　　　　　％ パーセンテージで決める。 

　　※ 行われることがほとんどだが、行われない場合もある。

　　　　　　　　　　　　　　加害者側の責任能力を吟味する。

· 709条にも過失が規定されている。

712条 ---- 未成年者の過失責任について。

713条 ---- 精神病等患者の責任なし。

・714条 ---- 責任無能力者の責任は、その監督者が

　　　　　　責任を負う。 ex 未成年者の場合は親権者。

　　　　　　　　　　　　　　　

過失相殺の方が、年齢が低くても認められ易い。

　　　　Ｑ.年齢制限の必要ないのでは？

        Ｑ.被害者側(ex 子の親権者)に責任を求められるのでは？

　　　　　　　　過失相殺を広くとっていく傾向が広がっている。

　　　　Ｑ.被害者の素因の問題はどうするか。

　　　　　　　　　　　　ex特別な身体的特徴(ex首が長い、頭がい骨が薄い)

              　過失相殺は行わない方向が主流。

　　　　　　　　　世の中には色々な人がいるという’ありのまま’の状態を前提とすべき。

　　　　　　　　　但し、体質ではなく病気の場合は減額するなど、ルールが明確でない。

　　　　　　　　　----- 被害者側に注意する必要があつたかどうかが鍵。
社会で起こった紛争を最終的に解決するのが裁判。

これは難しいことだが、誰がやっても同じルールを用いて判決を出すようにしなくてはならない。

＝ 法の支配

憲法32条

　万人の裁判を受ける権利の保証

隣人訴訟では、原告・被告両者に対する周囲の批判から、結局裁判自体がなくなってしまった。

---ステレオタイプ:日本人は法嫌い?　(cf:欧米)

                      近年ではかって言われたような差はなくなってきている。by法社会学。

                      確かに日本社会の裁判は少ないが、これはインフラ整備(弁護士の数の

　　　　　　　　　　　少なさetc)の遅れによるもの。

　　　　　　　　　　　現在、司法改革制度の真っ只中。


資料・裁判所の概要を参照する。できれば裁判所のHPも。

　　・全国の最高・高等・地方・家庭・簡易裁判所の配置。

　　・三審制の仕組み。　　　　青少年犯罪  (罪の軽い刑事事件)

　　　　　　　　　　　　　　　離婚訴訟

テキスト『私法入門』　P10～30 法の分類と私法の意義　参照

　　　　私法 ---- 民法・商法　　　　　　民事法

　　　　公法 ---- 憲法・行政法・民事訴訟法
　　　　　　　広い分野をカバー

６法　　　　　　　刑法・刑事訴訟法　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　憲法(国家の大枠を形づくる)は別格、その下に法律がある。

　　　　cf: 憲法76条3項
b
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加害者が過失を認識する


能力がない場合、責任を


負う必要はない。


(一般的な傾向として12歳以下)








